


2

平成21年10月1日から
出産費等の支給に
直接支払制度が開始されました

~組合員や被扶養者の皆さんが、安心して出産ができるよう経済的負担軽減を目的とした、
平成21年10月１日から平成23年３月31日までの間の措置です~

出産費等はこれまで組合員の皆さんからの申請により共済組合から支給しておりましたが、新制度では、分
娩医療機関等が支払基金等を通じて直接共済組合に請求をします。これにより、これまでの受取代理制度は本
年９月30日をもって廃止されました。

＜手続き＞

１．直接支払制度を利用する場合
医療機関等の窓口で、医療機関等と申請・受取に係る代理契約をします。その際、合意文書が交付される

ので大切に保管してください。
なお、帝王切開等高額な保険診療が必要となった場合は、あらかじめ共済組合から「限度額適用認定証」

の交付を受けてください。
※　出産費が42万円未満の場合には差額を支給します。
＜提出書類＞○出産費・家族出産費内払金依頼書兼差額請求書
＜添付書類＞○直接支払制度を活用した旨の合意文書の写し

○出産に要した費用の明細書を記した書面の写し
○出産についての医師又は助産師の証明書【母子手帳の写しでも可】
（出産についての医師又は助産師の証明書については、直接支払制度における専用請求書
が共済組合へ届いている場合は省略可）

２．直接支払制度を利用しない場合
退院時に窓口で出産費用を全額支払い、後で共済組合に請求することになります。
＜提出書類＞○出産費・家族出産費請求書
＜添付書類＞○直接支払制度を活用しない旨の合意文書の写し

○出産に要した費用の明細書を記した書面の写し
○出産についての医師又は助産師の証明書【母子手帳の写しでも可】

※
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特定健康診査受診券（以下、「受診券」という。）を所属所を通じて、６月に被扶養者の皆さんにお送
りしています。（組合員の皆さんは、職場の健康診断または共済組合の人間ドックを受診することにより、
特定健診の項目全てを受診した場合には、特定健診を受診したとみなされます。）
受診券の有効期限は平成21年12月末日までとなっていますので、ぜひ早めの受診をお願いします。

特定健診を受診するときは

１．受診券を確認 受診券の氏名、生年月日を確認し、裏面に住所を記入してください。
２．特定健診の申込み

受診券と同送の「契約健診機関一覧」で受診する健診機関を選択し、まずは健診機関に予約してく
ださい。
組合員の被扶養者が受診券を利用して特定健診を受診する場合、どの健診機関を選択しても自己負

担額は500円です。（任意継続組合員とその被扶養者は自己負担額1,000円）
３．特定健診の受診

受診を予約した健診機関に、保険証と受診券を持参してください。窓口では、受診券とあわせて保
険証も確認されます。健診機関によっては質問票の準備がない場合がありますので、質問票も念のた
めにご持参ください。
４．健診機関から結果の通知

受診後、健診結果とメタボリックシンドロームの判定が通知されます。また、健診結果の見方や生
活習慣病予防などの情報提供が行われます。
結果通知の方法は、郵送によるほか、手渡しで交付される場合もありますので、受診時に健診機関

にご確認ください。

特定健診受診者の中から、特定保健指導対象者を共済組合が選定します
特定健診を受け、メタボリックシンドローム予備群あるいは該当者と判定された人は、特定保健指導

の対象者となる場合があります。これらの人の健診結果（メタボリックシンドロームのリスクの数や保
健指導の希望、年齢など）から、共済組合が特定保健指導の対象者を選定します。
対象者には共済組合から個別に通知を行うこととし、その際に「特定保健指導利用券」と特定保健指

導契約機関の一覧を送付します。対象者は、利用券をお近くの特定保健指導機関に持参し、特定保健指
導が開始されることとなります。特定保健指導は２種類ありますが、いずれも開始から終了まで６か月
かかります。
また、特定保健指導の自己負担金は、組合員及び被扶養者は利用料金の１割、任意継続組合員とその

被扶養者は利用料金の２割です。

特定保健指導の内容
○動機付け支援または積極的支援／初回に専門家による20分以上の個別または80分以上のグループ面接
を１度行い、健診結果や今の生活習慣を振り返り、生活習慣改善のためにすぐに実行できる目標を設
定します。積極的支援の場合は、実技・実習・電話やメールによる保健指導が３か月以上継続されま
す。どちらの支援も、６か月後に健康状態や生活習慣の確認が行われます。

特定健診・特定保健指導 特定健診は、40～74歳の皆さんに受けていただく健康診断です。
メタボリックシンドロームの疑いがない方も必ず受診をお願いします。

特定健診受診券の有効期限は12月末日です

特定健診（事業所での健康診断等を含む）を受けた組合員・被扶養者の皆さんへ
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貸付事業からのお知らせ

12月の貸付申込締切は12月15日（共済組合必着）です

共済組合の貸付利率は、財務大臣が定め

る財政融資資金利率（10年もの）に連動

して半年ごと（１月と７月）に見直す変動

性となっております。

平成22年１月１日からの貸付利率は、

基準となる財政融資資金利率（平成21年

10月１日現在1.3％）が、最低利率区分の

2 .4％以下のままであったため、現行利率

のままとなります。

貸付規程により、通常は月末である貸付決定日が、12月に限り25日となっています。このため、申込書の提

出期限が早まり、12月15日∏共済組合必着となります。

貸付の申込みを検討されている方はご注意ください。（通常は20日共済組合必着です。）

住宅取得資金に係る年末残高等証明書を発行します
平成10年10月から平成21年12月までの間に貸付けた住宅貸付で、償還期間が10年以上の貸付けについて「住

宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を発行します。

住宅借入金等特別控除を受けるためにご利用ください。

①平成10年10月から平成20年12月までに住宅貸付を借り受けた者

平成21年11月上旬に証明書を発行　　　　 年末調整用

②平成21年１月から平成21年12月までに住宅貸付を借り受けた者

平成22年１月中旬に証明書を発行 確定申告用

※住宅借入金等特別控除を受けるための条件等については、税務署へおたずねください。
※繰上償還をしたことなどにより全償還期間が10年未満になった貸付には証明書を発行しません。

特約保証料等を12月中に徴収します
団体信用生命保険等の特約保証料（平成21年12月～平成22年11月分）を、12月中に給与等からの控除により

徴収します。
なお、９月号で募集しました中途加入の申込者についてもあわせて徴収します。

貸　　付　　種　　別 貸付利率

普　　通　　貸　　付

住　　宅　　貸　　付 2.66（2.72）

特別貸付（入学・修学等）

災　　害　　貸　　付 2.22（2.28）

在宅介護対応住宅貸付 2.40（2.46）

（年利：％、（ ）は一部負担金率0.06％上乗せ後）

平成22年１月期見直しの貸付利率を据置きます
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利率（半年複利）

年1.1％
（税引後0.88％）

共済積立貯金は、山口銀行の本支店窓口で、随時振込んで積立することができます。

随時積立専用の「振込依頼書」を今月号に差込みしていますので、ご利用ください。

＊共済積立貯金に加入していない組合員が振込みされる場合は、同時に新規加入の手続を、所属

所共済事務担当課を通じて行ってください。

共済積立貯金は、組合員（任意継続組合員を除く。）のみ、加入できます。

＊必ず、共済組合指定の「振込依頼書」を使って、山口銀行の本支店窓口でお振込みください。

通常、「振込依頼書」は所属所の共済事務担当課に用意してあります。

＊金融機関で10万円以上の振込みをされる際は、本人確認書類の提示を求められますので携行し

てください。

＊随時積立をされた組合員に、積立のあった日の翌月中旬に、所属所を通じて「臨時積立受領書

（封書）」を送付します。

＊共済積立貯金は、銀行預金等と異なり預金保険制度（ペイオフ）による貯金の保護はありません。

貯金事業については、共済だより４月号または共済組合ホームページをご覧ください。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

◆保健施設「シーサイドパレス萩」からのお知らせ

冬季は温水プールを休業します。

期間　平成21年11月2 日（月）～平成22年２月28日（日）の4 か月間

※利用者が少なく、燃料費がかさむ冬季は休業します。皆さんのご理解をお願いいたします。
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平成22年度の人間ドック利用申込みを平成22年１月に行います

平成22年度の人間ドック利用申込みは、１月初旬に申込書を配布する予定としており、１月末ごろまでの募

集とします。

申込み資格は、一定年齢以上の組合員および被扶養配偶者とすることを予定しており、募集期間経過後は申

込みできませんのでご注意ください。

申込み・受診条件等に関する詳細は、次号の共済だよりに掲載します。

料金および検査内容などの詳細は、申込書とあわせて配布される資料をご覧ください。

平成22年１月初旬 「平成22年度人間ドック利用申込書」等の送付（所属所の共済事務担当課あて）

各所属所・募集開始（開始日は所属所によって異なります）

各所属所・申込締切（締切日は所属所によって異なります）

2月 共済組合で申込資格審査を行い、健診機関に申込書を送付します。

４月～ 平成22年度人間ドックの健診開始

人間ドック申込～健診までの日程（予定）
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